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第１章   総則 

 

第１条 適⽤範囲 

本仕様書は、七ヶ浜町（以下甲という）が総務省の定める「市町村デジタル同報通信シ
ステム標準」規格に基づき発注する、防災⾏政無線親局設備更新⼯事（以下⼯事という）
に必要な事項に適⽤するものとする。 

 

第２条 ⽬的 

本施設は、七ヶ浜町において地震発⽣・⽔害発⽣等の緊急時等に住⺠に対して迅速かつ
適確な情報を提供して、住⺠の⽣命及び財産の安全を確保するために運⽤中の、防災⾏政
無線親局設備のうち操作卓の⼀部更新（および増強を）⾏う上で必要な事項を定める｡ 

 

第３条 適⽤規則 

  本仕様書に適⽤（引⽤または参考）する次の法律、規則規格等の⽂書は、本仕様書の⼀
部を成すものであり、特に版の指定がない限り、契約時における最新版とする。 

・電波法およびこれに基づく関係諸規則 

・有線電気通信法及びこれに基づく関係諸規則 

・電気通信事業法及びこれに基づく関係諸規則 

・電気設備に関する技術基準を定める省令（経済産業省） 

・建設業法及びこれに基づく関係諸規則 

・労働安全衛⽣法及びこれに基づく関係諸規則 

・⽇本⼯業規格（ＪＩＳ） 

・⽇本電気規格調査会標準規格（ＪＥＣ） 

・⽇本技術標準規格（ＪＥＳ） 

・電⼦情報技術産業協会規格（JEITA） 

・⽇本電気⼯業会標準規格（JEM） 

・総務省推奨規格「市町村デジタル同報通信システム標準」 

・電気設備技術基準 

・その他七ヶ浜町が定める関係条例等 

 

第４条 契約の範囲 

契約の範囲は本施設の設計、製作、施⼯、据付、総合調整試験、操作訓練等全般にわた
り、着⼯から完成後保証期間の最終⽇までのすべての事項とする。 

 

 

 



第５条 施⼯場所 

  本⼯事の主な施⼯場所は以下のとおりとする。 

 

番号 名称 住所 

１ 七ヶ浜町役場 宮城郡七ヶ浜町東宮浜字丑⾕辺５−１ 

２ 七ヶ浜消防署 宮城郡七ヶ浜町汐⾒台７丁⽬５−３２２ 

３ 宮城県漁業協同組合七ヶ浜⽀所 宮城郡七ヶ浜町花渕浜字館下７５−１１ 

 

第６条 軽微な変更 

本施設の施⼯に際して現場の収まり、機器の取り付け位置及び取り付け⼯法等の軽微
な変更が⽣じた場合は、甲の指⽰に従うものとする。なお、この変更に対する請負代⾦の
増減は⾏わないものとする。 

 

第７条 検査 

総ての機器の据え付け、調整が完了し、甲の⾏う検査合格をもって竣⼯とする。 

なお、検査に使⽤する計器、測定器類は⼄において準備するものとする。 

 

第８条 保証 

請負業者（以下⼄という）は、⼯事の不完全、機器の⽋陥に起因する故障、事故等に関
しては引渡しの翌⽇から起算して１年間の補償の責に任じ、無償で遅滞なく修理⼜は復
旧しなければならない。 

 

第９条 特許 

特許等の⼯業所有権に疑義を⽣じた場合の結果については、⼄の責任とする。 

 

第１０条 提出書類 

⼄は契約締結後、下記の書類を甲の指定する期間内に甲に 2 部提出しなければならな
い。なお、下記以外にも甲が必要とし⼄に要請した場合は、その都度提出するものとする。 

（１）着⼿届    

（２）⼯事⼯程表    

（３）現場代理⼈等通知書及び経歴書   

（４）施⼯計画書 

（５）使⽤材料承認願    

（６）機器承認願     

（７）完成届 

（８）写真（⼯程及び完成状況）   



（９）完成図書及び取り扱い説明書   

（１０）保守体制表 

（１１）その他甲が必要と認める書類             

 

第１１条 仕様書の疑義 

本仕様書は本施設に関する⼤要を⽰したもので、疑義を⽣じた場合直ちに甲に連絡の
上、指⽰をうけるものとする。 

なお、仕様書に⽰されない事項であってもこれが当然と認められる事項については、⼄
の責任において施⼯すること。 

 

第１２条 契約の変更 

本施設の実施にあたっては、⼄は契約⾦額の範囲内で完成するものとし、契約の変更は
認めない。ただし、甲の都合により変更を必要とする場合はその時点で⼄と協議の上、書
⾯で定める。 

 

第１３条 所有権 

本施設の所有権は、業務引渡検査完了後をもって甲に移転するものとする。 

 

第１４条 業務の引渡 

⼄が業務完成届を甲に提出し受理された後、甲の係官の⾏う完成検査に合格した⽇と
する。 

 

第１５条 技術指導 

⼄は本施設の運⽤上必要な説明書を提出し、甲に対して技術指導及び取扱説明を⾏う
こと。 

 

第１６条 契約⼯期 

本業務の契約⼯期は下記とする。 

契約⽇翌⽇から  令和５年３⽉３１⽇迄 

 

第１７条 その他 

公正を期するため⼊札後の仕様の変更は認めない。 

なお現在、運⽤しているデジタル防災⾏政無線設備を併⽤稼動しながら、新操作卓へ
の切替え移⾏を⾏うため、次の項⽬について遵守すること。 

（１）既設設備は導⼊後相当年数経過しており、既設設備の移設、また既設設備との接
続・調整については、⼄は既設保守会社の⽴会いにて、作業を必ず⾏なうこと。 



第２章 共通指定事項 

 

第１条 構造及び性能の基本条件 

本施設の機器は堅牢で⻑時間の使⽤に耐え得る構造のものであり、特に次の事項を
満⾜するものであること。 

（１）機器は保守点検が容易に⾏える構造であり、修理交換等にあたり、⼈体に危険を
及ぼさないよう配慮したものであること。 

（２）⽇常保守に必要な測定端⼦、メータ端⼦等を設けてあること。 

（３）納⼊する機器は、各製造会社における最新設計の機器であること。 

（４）機器は将来の増設、機能向上が容易におこなえる構造であること。 

（５）機器には品名、型式、製造番号、製造年⽉、製造会社等記⼊された銘板をつける
こと。 

（６）切替部、回転部、接触部等の可動部分は動作良好なものとして⻑時間使⽤に耐え
うるものであること。 

（７）ビス、ナット等締め付けは充分⾏い、調整等⾏う半固定の箇所は⼗分ロックする
こと。 

（８）取り扱い上特に注意を要する箇所についてはその旨表⽰をすること。 

 

 

第２条 使⽤部品基準 

（１）機器に使⽤する部品は総て新品で、信頼性の⾼い部品を使⽤すること。 

（２）部品は⽇本⼯業規格（ＪＩＳ）またはこれと同等以上の性能を有するものを使
⽤すること。 

（３）配線材料は⽇本⼯業規格（ＪＩＳ）またはこれと同等以上のものとする。 

（４）各機器内の配線は特に必要と認められるもの以外は､プリント配線とする｡ 
（５）各機器間の配線⼯事はすべて耐久性､耐⽔性､耐熱性のある良好なものを使⽤

すること｡ 
 

 

 

第３条 環境条件 

（１）屋内に設置する機器は周囲温度０℃〜＋４０℃相対湿度３０％〜８０％で異
常なく動作すること。ただしＯＡ機器（ＰＣ等）は周囲温度１０℃〜３５℃で
異常なく動作すること。 

（２）本施設は地震、暴⾵、⾬及び雪等の異状現象下においても確実に運⽤がおこな
えるものでなければならない。 



（３）その他設置場所の条件に⼗分耐え得るものであること。 

 

第４条 塗装 

各機器の塗装は、損傷、腐⾷等に強く且つ、美観を損なわないものであること。 

 

第５条 電気的条件 

（１）切替部、回転部、接触部等の回転部は多数回の使⽤によって電気的性能が低下
しないこと。 

（２）電源電圧は機器定格電圧の±１０％変動範囲で正常に動作し、特に必要とする
回路は安定化電源を使⽤すること。 

（３）電気回路には保護回路を設けること｡ 
  

第３章 防災⾏政無線通信施設の機能 

 

第１条 本⼯事の概要 

本⼯事では、七ヶ浜町防災⾏政無線親局設備の内、操作卓を構成している装置の
⼀部を更新し次条以降の機能を有するものとする。 

操作卓を構成している装置のうち、既設設備は既にＯＳの使⽤期限並びにコンピ
ュータ製造メーカーの保守期限に到達しており、経年劣化により重故障が⽣じる
可能性を鑑み、画⾯部・処理部同時に更新するものとする。またＯＳ更新に伴いア
プリケーションも更新されるため 既存システムと同等以上の機能を有するもの
とする。また、既設設備である、屋外拡声⼦局、⼾別受信機（両パナソニックコネ
クト㈱社製）等との連携が必要となること、及び本設備は防災⽤途であり、極めて
重要性が⾼いことから間違いない動作を担保する必要があるため、納⼊する操作
卓、遠隔操作装置について型番指定する。 

 操作卓     型名 EC-3350CB(パナソニックコネクト㈱社製) 

 遠隔制御装置  型名 EC-3351LB（パナソニックコネクト㈱社製） 

 

 

 

第２条  システムの機能概要 

親局設備は、送受信装置、操作卓、⾮常⽤電源及び遠隔制御装置等で構成され、操
作卓のコンピュータ以外は既設流⽤すること｡遠隔制御装置は、親卓のソフトウェア
がバージョンアップされることに伴って、遠隔制御装置のソフトウェアのバージョ
ンが動作上問題ないよう更新⼜は交換を実施すること。 

操作卓は、ソフトウェアの更新に伴って、⼀部機能を拡張する。操作は簡単で全て



の制御は集中制御ができ、各種の通報を円滑に⾏える装置であること。 

停電時は⾮常⽤電源で通報を中断することなく動作すること。 

親局設備に監視制御機能により親局への無線送信機能を有する各⼦局との現在実
装されている機能全てについて監視・制御ができること。 

遠⽅監視制御機能により親局無線機の監視・制御ができること。  

操作卓の部分更新による、システムの操作⽅法・管理⽅法を既設から変えない事。 

Ｊアラート⾃動起動装置からの起動信号を受信し、緊急地震速報については通常
の放送よりも短時間で拡声通報が出来ること。なお、受信装置、⾃動起動装置は既設
を流⽤するものとする。 

  

第３条  操作卓改修 

（１）基本機能 

①操作卓は選択呼出機能、⾳声調整機能、⾃動プログラム送出部などを有し、監視
制御部、遠⽅監視制御部、および通信記録装置の各機能を追加できる構造で無線
装置の制御はすべて操作卓で操作できること。 

②操作卓は処理部ＰＣと画⾯部ＰＣ、および操作部で構成されること。その際処理
部ＰＣは優先度に応じた通報処理のスケジューリング、および⾳源データ等の
蓄積管理を⾏い、画⾯部ＰＣは操作画⾯の表⽰・タッチパネル操作処理を⾏うこ
と。加えて専⽤のハードウェアキーを備えた操作部を有し、画⾯部ＰＣまたは液
晶タッチパネルが故障し動作不能に陥った場合においても操作部を⽤いて⼿動
通報ができること。 

③特に操作卓として重要な装置である処理部ＰＣは、ＲＡＩＤ５ のハードディス
ク冗⻑化、また電源部、ファンにおいても⼆重化を施した⾼性能サーバを使⽤し
信頼性を⾼めること。 

④通報操作は簡単で集中制御でき、各種の通信操作が操作部もしくはカラー液晶
タッチパネルで円滑に⾏えること。また、操作を進めるごとに操作部のＬＥＤや
画⾯表⽰により動作案内を誘導することで操作が簡易に⾏えること。 

⑤操作画⾯は２３インチ以上の⾼精細（フルハイビジョン） 液晶タッチパネルを
使⽤し、表⽰ウインドウの切り替え、移動等はスワイプ操作ができ、また電⼦地
図の拡⼤・縮⼩等はマルチタッチで操作できること。 

⑥操作部、画⾯部ＰＣが故障した場合であっても既に処理部ＰＣに登録されてい
る⾃動プログラムは新たに設定、登録することなく通報が実施されること。 

⑦画⾯部ＰＣは待機系として処理部ＰＣの機能を冗⻑化し処理部ＰＣが万⼀故障
して動作不能になった場合でも⾃動的に画⾯部ＰＣにて運⽤継続できること。
また、その場合に画⾯部ＰＣから⾳声通報、⾃動通報が可能で、かつ遠隔制御装
置から⾳声通報および緊急⼀括通報ができること。 



⑧通報種別、遠隔制御装置、外部⼊出⼒からの通報に対して放送レベルが設定され
ており、放送レベルが⾼位の通報起動が発⽣した場合は低位の通報に対して割
り込み通報ができること。 

⑨操作卓は⾃局からの通報可能なことを操作部の「送信可」としてＬＥＤを点灯し
確認が⾏えること。また、遠隔制御装置で通報中は操作部に「リモコン使⽤中」
としてＬＥＤ表⽰が⾏えること。 

⑩操作卓のシステム監視異常としてデジタル親局無線機の起動異常・商⽤電源断・
操作卓ユニット類等の総括した異常を操作卓の操作部にＬＥＤ表⽰することに
よってリアルタイムに確認できること。 

⑪定時通報・時報を正確に⾏うため、処理部ＰＣを電波時計により⾃動的に修正で
きること。 

⑫終話による操作の終了以外に、緊急的に全ての通信を強制終了させるためのカ
バー付きハードウェアによる回線開放キーを有すること。 

⑬操作卓の画⾯部ＰＣから処理部ＰＣに対しハード・ソフトを指定してリセット
を実施することができること。 

 

（２）⾳声モニター機能 

①操作部のスピーカーにて通報内容のモニター出⼒が⾏えること。 

②モニター出⼒は、通報内容並びに連絡通話の⾳声を出⼒選択できること。 

③モニター出⼒の⾳量調整を⾏うことができること。 

 

（３）⾳声調整機能 

①マイク、⾳声登録媒体からの外部⼊⼒に対して操作部にて⾳量調整が実施で
きること。 

 

（４）統制モード機能 

①統制モードへは操作部のハードキーで移⾏が実施できること。またそのハー
ドウェアキー上のＬＥＤ点灯にて統制モードが有効中であることを表⽰でき
ること。 

②統制モード中は操作卓、副操作卓の液晶タッチパネル卓上に統制モードが有
効であることを⽰すことができること。 

③統制モード中は以下の通報を禁⽌し、優先的に操作卓から通報できる状態に
なること。 

・副操作卓、遠隔制御装置からの各種通報 

・遠隔制御装置から登録された番組の⾃動通報 

・遠隔制御装置からの外部ＩＦ通報 



 

（５）動作モード変更機能 

①操作卓は、通常の運⽤モードから保守モード、練習モード移⾏できること。 

②保守モードへは液晶タッチパネル上の操作で移⾏できること。保守モードで
は親局無線送受信装置と切り離され操作卓、遠隔制御装置から通報操作を⾏
っても実際の放送を⾏わないこと。 

③練習モードへは操作部のハードキーの操作で移⾏できること。練習モードは
操作卓からの通報操作を⾏っても実際の放送を⾏わないこと。ただし本モー
ド中であっても⾃動プログラムやＪアラート⾃動起動機、遠隔制御装置から
の通報が実施された場合は放送が⾏えること。 

④保守モード、練習モードともに操作画⾯上に無操作が継続した場合、モードを
⾃動解除するためのカウントダウン表⽰を⾏うこと。 

カウントダウンが満了した場合は⾃動的に通常モードへ復帰することができ
ること。また、このカウント時間を設定変更できること。 

 

（６）選択呼出し機能 

①選択呼出しは、緊急⼀括呼出し、⼀括呼出し、あるいは群番号呼出し、個別番
号呼出し、グループ呼び出しから⾃由に局選択することが可能であること。グ
ループ呼出しは予め群番号と個別番号を最⼤１５個組み合わせて形成するこ
とができること。 

②電⼦地図上に表⽰された複数の⼦局を、指⼀本のスワイプ操作で範囲指定す
る囲い込み選択することが可能であること。 

③群、個別を最⼤３２局、グループを含む場合はグループに登録された群、個別
を含め合計３２局になるまで最⼤選択が可能であること。 

④デジタル１００グループ、８００群、５０,０００個別の名称付けと共に呼出
し管理が⾏えること。 

 

（７）緊急⼀括呼び出し機能 

①操作部の緊急⼀括、緊急繰返ハードウェアキーは他の通報中であっても即時
に緊急通報ができること。 

②緊急繰返通報（緊急⼀括の⾃動繰返し通報） の繰返し回数は、あらかじめシ
ステムに設定した回数を⾃動的に繰り返す場合と、地震災害等で通報者が緊急
⼀括通報を最初に実施した後、放送室から速やかに避難できるように最⼤６５
５３５回の繰返しをタッチパネル操作画⾯で設定できること。 

③緊急⼀括、緊急繰返し通報時は、⾃動的に⼾別受信機において通報内容を録⾳
する信号を送出すること。 



 

（８）⾳声通報機能 

①選択呼出しの後にマイクから通報⾳声を⼊⼒できること。 

②選択呼出しの後に予め録⾳されている⾳源を選択して通報することができる
こと。 

③選択呼出しの後に⼿動でサイレンボタンを押下することでサイレン⾳を通報
することができること。 

④通報の開始、終了時にコールサインの挿⼊ができること。 

⑤通報⾳声は通常⾳量⼤、中、⼩および強制⾳量の４種類を通報ごとに設定でき
ること。 

⑥⼾別受信機で留守録モード機能が無効設定時であっても⼾別受信機で⾃動録
⾳するよう指定できること。 

 

（９）連絡通話機能 

①屋外送受信装置から操作卓への連絡通話が実施できること。また着信時は⼦
局番号・⼦局名称をタッチパネルに表⽰できること。 

②扱者不在時は⾃動的に最⼤１００件の不在着信の履歴表⽰を⾏い、同時に留
守番録⾳ができること。 

③デジタル波の場合、操作卓・遠隔制御装置と屋外送受信機間で複信通話が⾏え
ること。その際通話先を呼出指定できること。 

④親局と屋外送受信装置が連絡通話を⾏っている際、屋外送受信装置が送信中
であっても当該装置に対して、強制切断ができること。 

⑤操作卓および遠隔制御装置ともに専⽤装置を設置することなく、連絡通話機
能を使⽤できること。 

 

（１０）連絡通話同報機能 

①万⼀遠隔制御装置を接続する有線回線が切断された場合に備え、緊急⾮常時
は屋外送受信装置からの連絡通話機能を利⽤して親局設備へ放送内容を録⾳
し、あらかじめ指定したグループ等へ折り返して通報できること。 

 

（１１）⾃動サイレン送出機能 

①サイレン送出ボタンを押下することによりあらかじめシステムに定められた
サイレン吹鳴パターンに従ってサイレン⾳を通報できること。 

②サイレン⾳吹鳴パターンは最⼤１０種類以上システムに登録できること。 

③サイレン⾳繰返し回数は最⼤１５回で、パターンごとに任意の回数をシステ
ムに設定できること。 



④デジタル無線⽅式においてサイレン送出機能は、操作卓にサイレン⾳源が有
り無線回線上に⾳声信号を送出する⽅法と、屋外受信装置、屋外送受信装置側
に⾳源がありサイレン制御を⼦局側で実施する⽅法のどちらかを選択できる
こと。 

⑤屋外受信装置、屋外送受信装置側にモーターサイレンを設置する場合はスピ
ーカーによる電⼦サイレンの代わりにモーターサイレンが吹鳴すること。 

⑥モーターサイレンを装備した屋外受信装置、屋外送受信装置側に対するサイ
レン通報と、⼾別受信機に対する⾳声によるサイレン通報を同時に通報操作
できること。 

⑦⾃動サイレン送出中または送出完了後、タッチパネル操作にて続けてマイク
⼊⼒による⾳声送話に移⾏できること。また⾳声送話に移⾏する際、⼀旦終話
して再呼び出しするか、終話せずに続けて⾳声送話するかの設定ができるこ
と。 

 

（１２）⾃動プログラム送出機能 

①予め通報内容、通報⽇時、選択呼出し先、通報⾳量を登録し、登録された通報
⽇時に⾃動で通報が⾏えること。 

②通報番組数は最⼤１，０００番組の内容を毎⽇、曜⽇指定、期⽇指定の３パタ
ーン（計３，０００番組） で登録できること。 

③プログラムされた通報内容の予約と実績を週単位の通報予定表として確認で
き、時刻を０：００〜２３：４５まで、表⽰間隔を １５分間隔、３０分間隔、
６０分間隔から選択して表⽰できること。さらに、⼀覧表⽰の番組名を選択す
ると通報の予約と実績の詳細が表⽰できること。 

④液晶タッチパネル画⾯上に次の通報予定を常時表⽰すること。 

⑤⾃動プログラム編集画⾯上にて、録⾳⾳源を複数選択組み合わせ１つの番組
として登録できること。 

⑥⾃動サイレン送出を⾃動プログラム番組として登録できること。 

⑦複数のメディアに通報する時は、通報メディアの選択とその通報順を設定で
きること。 

⑧⾃動プログラム番組表から不定期の即時通報の操作が⾏えること。 

⑨通信記録装置を有する構成では通報予定表を印字できること。 

⑩⾃動通報番組を登録する場合、あらかじめ設定された⾃動通報禁⽌時間帯に
は登録できないこと。 

⑪⾃動通報禁⽌時間帯の登録・変更を⾏うソフトウェアにはパスワードによる
ログイン機能を有すること。 

⑫⼾別受信機で留守録モード機能が無効設定時であっても⼾別受信機で⾃動録



⾳するよう指定できること。 

⑬無線回線のノイズや他局との⼲渉により、⾃動通報後に通報監視の結果通報
が不成⽴となった場合は、条件により⾃動的に当該局に対する再通報制御を
⾏えること。 

 

（１３）ミュージックチャイム送出機能 

①電⼦ミュージックチャイムの⾳源を登録し、⾃動プログラム送出機能を利⽤
し時報として定時通報ができること。 

 

（１４）ワンタッチ通報起動機能 

①無線運⽤管理者不在時やタッチパネル操作部が機能を停⽌していても緊急時
の通報が円滑かつ迅速に⾏えるようにワンタッチで通報起動がおこなえるこ
と。 

②操作部にハードウェアワンタッチキーが３０個以上搭載され、押下すること
により事前に登録された選択呼出し先と吹鳴サイレンや⾳声通報などの通報
内容を確認でき、続いて起動ボタンの押下で通報起動ができること。 

③ハードウェアワンタッチキーに加え液晶タッチパネル画⾯上にソフトウェア
ワンタッチボタンがシステムとして５００個以上登録でき、ハードウェアワ
ンタッチキー押下と同様の操作にて通報起動が⾏えること。 

④ハードウェアワンタッチキーとソフトウェアワンタッチボタンへの登録内容
は運⽤管理者が⾃由に変更できること。 

 

（１５）時差放送機能 

①住⺠が通報を聞きとりやすくなるよう⾳の重なり（エコー） を防⽌するため、
⾳声を⽤いる通報において最⼤６分割の時差通報ができること。 

 

（１６）⾳源登録機能 

①操作卓、副操作卓から１、０００件、１０，０００分以上の⾳源録⾳操作が実
施できること。 

②操作卓、副操作卓はＵＳＢやＣＤなどの媒体をもちいて外部から⾳声ファイ
ルを⾳源として登録ができること。 

 

（１７）遠⽅監視制御部機能 

①親局の無線機および外部の状態の監視・制御ができその結果が表⽰できるこ
と。 

②親局の無線機および外部の状態の定時監視・定時制御を登録することができ、



登録された時刻に⾃動的に監視・制御が⾏えること。 

 

（１８）監視制御部機能 

①屋外送受信装置に対して状態の監視ができその結果を表⽰できると。また予
め状態の監視をする⽇時を登録し⾃動的に状態の監視を⾏うことが可能であ
ること 

②屋外受信装置、屋外送受信装置に対して制御ができその結果を表⽰できると。
また予め制御する⽇時を登録し⾃動的に制御を⾏うことが可能であること。 

③屋外送受信装置に対する状態の監視は下記の項⽬を有すること。 

通報監視 

サイレン吹鳴監視 

ＡＣ電源断 

蓄電池ＤＣ電圧低下 

扉開放 

スピーカー⾳量設定 

④屋外送受信装置、屋外受信装置に対する制御は下記の項⽬を有すること。 

リセット 

スピーカー⾳量制御 

⑤屋外送受信装置は、制御１６項⽬、監視１６項⽬を有すること。 

 

（１９）通報履歴管理機能 

①５００件分の通報履歴（通報時刻・⾳声・メッセージ・選局情報・その他）を
管理できること。 

②指定した⽇付・通報種別などの条件で絞り込み検索が可能であること。 

③通報履歴を⽤いて⾳声通報・⼾別⽂字表⽰器に対する⽂字情報伝送を再通報で
きること。 

④⾃動プログラム番組の登録の際通報履歴を指定することが可能で、新たにマイ
ク⼊⼒することなく再登録ができること。 

 

（２０）通信記録機能 

①操作卓は通信の記録を⾏うこと。 

②通報年⽉⽇、通報宛先、通報開始・終了時間・通報時間（時・分・秒） 等を通
信記録として表⽰、通信記録装置を有する場合は印字ができること。 

③呼出名称、無線従事者、通報操作の使⽤機器、通信回数、通信時間などを業務
⽇誌（⽇報・⽉報）として表⽰、通信記録装置を有する場合は印字できること。 

④⽉間の延べ通報回数および通報時間を業務⽇誌（⽉報）として表⽰、通信記録



装置を有する場合は印字できること。 

⑤通信記録装置を有する場合は⼀⽇⼀回任意に設定した時刻に⾃動的に印字で
きること。また、任意の時刻に⼿動にて印字できること。（通信記録の詳細と
簡易のみ） 

⑥⼀⽇⼀回任意に設定した時刻に⾃動的にＣＳＶ出⼒できること。また、通信記
録装置を有する場合は任意の時刻に⼿動にて印字できること。（通信記録の詳
細と簡易のみ） 

 

（２１）電⼦地図表⽰機能 

機能概要 

①本機能は、操作卓の⾼精細カラー液晶タッチパネルならびに操作卓に接続した
フル HD 解像度の⼤型液晶ディスプレイに電⼦地図として表⽰する機能を有す
ること（⼤型液晶ディスプレイは縦・横表⽰の両⽅に対応）。 

②操作卓の２３インチ⾼精細カラー液晶タッチパネル画⾯上では、電⼦地図画⾯
上に操作⽤のアイコン画⾯が半透過でオーバーラップ表⽰すること。 

③操作卓でも地図表⽰が可能であり、簡易な操作で瞬時にオーバーラップと地図
表⽰を切り替えられること。 

表⽰内容 

①電⼦地図にて親局、中継局、監視対象⼦局、⾮監視対象⼦局のアイコンを地図
上に表⽰できること。 

②⼦局アイコン名称の表⽰／⾮表⽰を⼀括して選択できること。また名称を表⽰
する場合、⽂字⾊、⽂字サイズ、背景⾊を選択できること。 

③アイコンの⼤きさを縮尺に応じて⾃動的に変更できること。 

④電⼦地図上にプロットされた親局は「通常（アイドル）」「通報中」、中継局
は応答結果「未監視」「正常」「異常」「無応答」、屋外送受信装置には、「選
択」「未選択」と監視結果「未監視」「正常」「異常」「無応答」等を判別で
きるように表⽰すること。 

⑤親局、中継局、⼦局の詳細情報として写真、テキスト２０００⽂字（全⾓・半
⾓区別せず）まで登録できること。 

⑥地図上に地図中⼼地点の緯度経度が表⽰されること。 

⑦地図上の公共施設や官公署、学校、道路名、鉄道名などの地図アイコン情報表
⽰は、表⽰／⾮表⽰が⾃由にできること。 

⑧地図の表⽰⾊は、あらかじめ⽤意されている種類の中から任意の⾊を選択でき
ること。 

 

 



表⽰操作 

①電⼦地図は、マルチタッチ操作であるピンチアウトやピンチインの操作で任意
に拡⼤・縮⼩ができること。 

②スワイプ操作で上下左右に地図が移動できること。さらに画⾯上の任意の場所
をタップ操作する事で、その場所を画⾯の中⼼に移動できること。 

③初期表⽰を記憶でき地図表⽰の外にあるアイコンを押下することでいつでも初
期表⽰に戻ることができること。 

④あらかじめ任意の中⼼地と縮尺を設定したボタンを画⾯上に最⼤２０個まで表
⽰し、ワンタッチで地図表⽰切り替えができること。 

 

（２２）外部⼊出⼒制御機能 

①操作卓は独⽴した最⼤４系統の外部装置から接点制御⼊⼒インターフェースを
具備すること。また、そのうち任意の１ 系統は外部装置に対する接点制御出⼒
に設定でき、外部装置に対して接点および⾳声出⼒ができること。 

②外部⼊⼒はあらかじめ登録した任意の選択呼出し先に外部装置から⼊⼒した⾳
声を⾃動的に通報すること。 

 

（２３）Ｊ アラート接続機能 

①Ｊ アラート⾃動起動機はＪ アラート受信機から情報を受信し、⾃動で操作卓
などの機器に起動信号と共に⾳声を送出できること。 

②⼾別受信機および屋外受信装置、屋外送受信装置のスピーカーから緊急地震速
報を報知できること。 

③緊急地震速報以外の放送に対し起動時間を短縮しつつＪアラート⾃動起動機か
らの⾳声による緊急⼀括通報ができること。 

④デジタル波とアナログ波を実装する設備では、アナログ波の呼び出し時間に依
存せず⾳声拡声できる機能を有すること。 

⑤配信される緊急情報を⾃動で⼾別⽂字表⽰器に表⽰できること。 

 

（２４）管理設定機能 

①納⼊後防災関係者の異動や⾃治会区⻑等の選解任および移転があった場合に備
え⼾別受信機の個別番号ごとに設定された群番号を管理し、⾃治体の職員によ
り親局から無線回線を通じ遠隔で登録中の群番号の書き換えが⾏えること。 

 

（２５）複数メディア通報機能 

①⼀度の通報操作にて、⾳声通報（テキスト⾳声合成機能含む）、⽂字情報伝送、
複数メディア通報サーバを介した外部メディアへの通報が実施可能であること。 



②複数メディア通報の通報内容（テキスト⾳声合成内容、⽂字伝送内容、外部メデ
ィアへの伝送内容）はメッセージセットとして予めプリセットができること。 

③予めプリセットされたメッセージセットを⾃動プログラム送出することができ
ること。 

 

（２６）複数卓接続機能（新機能） 

①本装置により操作卓の設置場所以外から通報できること。 

②複数の運⽤拠点から操作卓と同様の運⽤が⾏えるよう、画⾯部ＰＣに準ずる操
作性を有する副操作卓を構成できること。 

③副操作卓は、デスクトップＰＣおよび可搬型のタブレット端末を⽤い最⼤１０
台まで接続できること。 

④可搬型のタブレット端末上で動作する副操作卓は、私設線（無線ＬＡＮ） や使
⽤者が限定される閉域網タイプのＭＶＮＯ回線を⽤いて、屋内外を問わず移動
先からの選択呼出し操作ならびに監視制御などを⾏うことができること。 

 

（２７）被遠隔制御機能 

①私設線（ＬＡＮ）、ＬＡＮインターフェースを有するイントラ回線、もしくはデ
ジタル専⽤線にて遠隔制御装置と接続できること。 

②親局装置内に収容ができ、遠隔制御装置と接続して通報を制御できること。 

③特定の回線（遠隔制御装置） に対して⾼レベルの優先順位設定ができること。 
④最⼤５０台の遠隔制御装置が接続できること。 

 

（２８）屋外⼦局ＳＰ毎出⼒設定制御機能 

①無線回線を通じて、屋外⼦局のスピーカ毎の出⼒を４段階で設定制御が可能な
こと。 

②親局操作卓にて設定ができ、操作卓の画⾯上で出⼒設定状況を確認できる事。 

 

 

 

 

第４条 遠隔制御装置 

 

（１）全般 

①本装置により操作卓の設置場所以外から通報できること。 

②１２．１インチ カラー液晶タッチパネルにて全ての操作ができること。 

③操作卓より通報中、話中表⽰をすると共に通報内容をモニターできること。 



④遠隔制御装置ごとに通報の優先順位の設定ができ、⾼レベルの優先順位が設定
された遠隔制御装置は、他の卓や遠隔制御装置が通報中でも割り込んで通報で
きること。 

⑤停電時に内蔵蓄電池により通報を中断することなく使⽤できること。 

 

（２）選択呼出し機能 

①選択呼出しは、緊急⼀括呼出し、⼀括呼出し、あるいは群番号呼出し、個別番号
呼出し、グループ呼び出しから⾃由に局選択することが可能であること。グルー
プ呼出しは予め群番号と個別番号を最⼤１５個組み合わせて形成することがで
きること。 

②遠隔制御装置は群、個別を最⼤１６局、グループを含む場合はグループに登録さ
れた群、個別を含め合計１６局になるまで最⼤選択が可能であること。 

 

（３）緊急⼀括呼出し機能 

①緊急⼀括、緊急繰返ソフトウェアボタンは他の通報中であっても即時に緊急通
報ができること。 

②緊急繰返通報（緊急⼀括の⾃動繰返し通報） の繰返し回数は、あらかじめシス
テムに設定した回数を⾃動的に繰り返すことができること。 

 

（４）⾳声通報機能 

①選択呼出しの後にマイクから通報⾳声を⼊⼒ができること。 

②選択呼出しの後に予め録⾳されている⾳源を選択して通報することができるこ
と。 

③選択呼出しの後に⼿動でサイレンボタンを押下することでサイレン⾳を通報す
ることができること。 

④通報の開始、終了時にコールサインの挿⼊ができること。 

⑤通報⾳声は通常⾳量⼤、中、⼩および強制⾳量の４ 種類を通報ごとに設定でき
ること。 

⑥⼾別受信機に対して通報受信時に録⾳の有無を指定できること。 

 

（５）⾃動サイレン送出機能 

①サイレン送出ボタンを押下することによりあらかじめシステムに定められたサ
イレン吹鳴パターンに従ってサイレン⾳を通報できること。 

②サイレン⾳吹鳴パターンは最⼤１０種類以上システムに登録できること。 

③サイレン⾳繰返し回数は最⼤１５回で、パターンごとに任意の回数をシステム
に設定できること。 



④デジタル無線⽅式においてサイレン送出機能は、操作卓にサイレン⾳源が有り
無線回線上に⾳声信号を送出する⽅法と、屋外受信装置、屋外送受信装置側に⾳
源がありサイレン制御を⼦局側で実施する⽅法のどちらかを選択できること。 

⑤屋外受信装置、屋外送受信装置側にモーターサイレンを設置する場合はスピー
カーによる電⼦サイレンの代わりにモーターサイレンが吹鳴すること。 

⑥モーターサイレンを装備した屋外受信装置、屋外送受信装置側に対するサイレ
ン通報と、⼾別受信機に対する⾳声によるサイレン通報を同時に通報操作でき
ること。 

⑦⾃動サイレン送出中または送出完了後、タッチパネル操作にて続けてマイク⼊
⼒による⾳声送話に移⾏できること。また⾳声送話に移⾏する際、⼀旦終話して
再呼び出しするか、終話せずに続けて⾳声送話するかの設定ができること。 

 

（６）⾃動プログラム送出機能 

①予め通報内容、通報⽇時、選択呼出し先、通報⾳量を登録し、登録された通報⽇
時に⾃動で通報が⾏えること。 

②通報番組数は全遠隔制御装置合計で最⼤５００番組の内容を毎⽇、曜⽇指定、期
⽇指定の３パターン（計１，５００番組） で登録できること。 

③録⾳⾳源を複数選択組み合わせ１つの番組として登録できること。 

④⾃動サイレン送出を⾃動プログラム番組として登録できること。 

⑤⾃動プログラム番組表から不定期の即時通報の操作がおこなえること。 

⑥⾃動通報番組を登録する場合、あらかじめ設定された⾃動通報を禁⽌する時間
帯には登録できないこと。 

 

（７）ワンタッチ通報起動機能 

①操作画⾯とは別に、緊急⼀括通報・緊急繰返通報・サイレン送話・⼿動サイレン
ON/OFF などのキーやワンタッチキーを配列した専⽤ハードウェアキーボード
を接続するための⼊出⼒ポートを有すること。 

 

（８）分割放送機能  

①住⺠が通報を聞きとりやすくなるよう⾳の重なり（エコー） を防⽌するため、
⾳声を⽤いる通報において最⼤６分割の時差通報ができること。 

 

（９）⾳源登録機能 

①遠隔制御装置から５００件以上の⾳源の録⾳操作を⾏うことができること。 

 

（１０）連絡通話機能  



 ①本装置にてデジタル同報波対応の屋外拡声⼦局との連絡通話ができること。 

 

（１１） 監視制御部機能  

①本装置から通報した内容について、屋外送受信装置に対し通報監視ができるこ
と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第４章 防災⾏政無線機器構成 

 

第１条 親局設備機器構成 

機 器 名 称 数量 備 考 

６０ＭＨｚ無線送受信装置 ― 既設利用 現用・予備方式、スリムラック型  

操作卓  一部流用 

 操作部・制御部（架） ― 既設流用 

 処理部ＰＣ １ KB、マウス付き 

 画面部ＰＣ １ 23 インチタッチパネル、KB、マウス付き 

（以下操作卓ソフトウェア）   

操作卓基本ソフト １  

自動プログラム送出機能 １ 自動プログラム送出機能として操作卓に内蔵 

自動サイレン送出機能 １ 自動サイレン送出機能として操作卓に内蔵 

通信記録装置 １ 操作卓内蔵の自動通信記録機能 

遠方監視制御部機能 １ 親局、中継局の遠方監視制御機能 

被遠隔制御機能 １ 遠隔制御装置接続機能 

監視制御部機能 １ 屋外送受信装置の監視制御機能 

電子地図表示機能 １ 液晶ディスプレイ等に電子地図を表示する機能 

テキスト音声合成機能 ―  

電波時計 ― 既設利用 時刻補正用 

ＤＣ／ＡＣインバータ ２   

直流電源装置 ２４ 蓄電池のみ交換 

耐雷トランス ― 既設利用 

同軸避雷器 ― 既設利用 

空中線 ― 既設利用 送受信用 

空中線柱 ― 既設利用 

空中線フィルター ― 既設利用 ＢＰＦ 

ＫＶＭスイッチ １  

モニタ １ 17 インチ 

非常予備親局ＰＣ １ 蓄電池のみ交換 

無停電電源装置（ＵＰＳ） １ 画面部ＰＣ、処理部ＰＣ、ＨＵＢ 等用 

複数メディアサーバ １ ドコモ・au・ソフトバンク・楽天モバイル 

無停電電源装置（ＵＰＳ） １ 複数メディア 

DC/AC インバータ １ 複数メディア 

直流電源装置 ２４ 蓄電池のみ交換 



第 2 条 遠隔制御設備機器構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機 器 名 称 数量 備 考 

遠隔制御装置 ２ 消防署・漁協用 

付属品 ２ キーボード・マウス・スピーカ 等 

標準蓄電池 ２ 非常予備バッテリー 

（以下遠隔制御措置ソフト） ― （遠隔制御装置ソフト更新） 

基本ソフト ２ 消防署・漁協用 

自動プログラム送出機能 ２ 自動プログラム送出機能として装置に内蔵 

自動サイレン送出機能 ２ 自動サイレン送出機能として操作卓に内蔵 



第５章 機器単体仕様 

 

第１条 親局設備機器 

（１） 操作卓 

１．処理部ＰＣ仕様 

①プロセッサー intel Xeon プロセッサー 

②メモリ 標準 16ＧＢ以上 

③ＨＤＤ ３００ＧＢ☓３（ホットプラグ） 

④ＯＳ  Windows Server 2019 

 

２．画⾯部ＰＣ仕様 

①プロセッサー intel CoreTMi3-8100 プロセッサー 

②メモリ ８ＧＢ 

③ＨＤＤ ３００ＧＢ 

④ＯＳ     Windows 10 

 

３．選択呼出部機能 

①グループ呼出数デジタル合計１００グループ 

１グループにつき、群・個別呼出の合計が最⼤１５まで登録可能とすること 

②群呼出数   デジタル合計８００群以上 

③個別呼出数 デジタル合計５００００個別以上 

④選択呼出⽅式 全局⼀括、緊急⼀括、グループおよび個別呼出⽅式 

⑤時差放送 最⼤６分割以上 

 

２．⾳声調整部（既設） 

①スタンドマイク⽤インターフェース  

接続数：１回線（プレス⼊⼒）マイク⼊⼒：−５２ｄＢｍ／６００Ω平衡 

②ハンドセットインターフェース 接続数：１回線（プレス⼊⼒） 

マイク⼊⼒：−１０ｄＢｍ 

レシーバ出⼒：−１６ｄＢｍ 

③外部録⾳再⽣⽤インターフェース 回線数：２回線（ＲＣＡピンジャック） 
 

３．電⼦式録⾳再⽣部 

①録⾳媒体 ハードディスク 三重化（ＲＡＩＤ⽅式） 

②⾳声録⾳⽅式 ＰＣＭ 

③録⾳再⽣時間 １０，０００分以上 



 

（２）⾃動プログラム送出機能 

①選択呼出の種別  ⼀括、グループ、群、個別、時差 

②プログラム数   １０００番組×３設定 

③指定⽅法   毎年、毎⽉、毎⽇、曜⽇指定、⽇指定、期間指定 

 

（３）⾃動サイレン送出機能 

①⽅式  ⾃動 

②吹鳴パターン 最⼤１０種類 

③送出回数 最⼤１５回（吹鳴パターンの送出回数は別途指定） 

④使⽤条件 連続 

 

（４）通信記録装置（既設利⽤） 

① 印字⽅式  ページプリンタ 

② 印字⽂字種 カタカナ、ひらがな、漢字、アルファベット 

③ 給紙装置  トレイ 

 

（５）親局監視制御部（遠⽅監視制御部） 

① 監視項⽬数 １６項⽬（内部監視を含む） 

② 制御項⽬数 １６項⽬（内部制御を含む） 

③ 監視制御⼦局収容数 １００局以上 

 

（６）被遠隔制御機能 

① 標準接続回線数 ８回線以上 

② 回線  ＬＡＮまたはデジタル専⽤線 

③   伝送速度    ６４ｋｂｐｓ以上但し、連絡通話実施の場合は１２８  

ｋｂｐｓ以上 

④ 増設回線数 最⼤５０回線 

 

（７）中継局監視制御部（遠⽅監視制御部） 

① 監視項⽬ ３２項⽬（内部監視を含む） 

② 制御項⽬ ３２項⽬（内部制御を含む） 

③ 監視制御中継局収容数 ５０局以上 

 

（８）電⼦地図表⽰機能 

①表⽰対象機器  操作卓画⾯および外部ディスプレイの同時表⽰ 



②表⽰の種類  親局・中継局の表⽰、放送対象拡声⼦局の表⽰、 

放送監視結果表⽰ 

③外部表⽰盤   ５０型ディスプレイ 

 

第２条 遠隔制御設備機器 

（１）遠隔制御装置 

①回線      ＬＡＮまたはデジタル専⽤線 

②伝送速度    ６４ｋｂｐｓ以上但し、連絡通話実施の場合は１２８ｋｂｐ  

    ｓ以上 

③操作画⾯    １２．１インチ カラー液晶タッチパネル 

④選択呼出し数  グループ１００、群最⼤８００、個別最⼤５００００ 

⑤連絡通話  ヘッドセットを接続し屋外送受信装置と連絡通話可能 

⑥⾃動通報機能  遠隔制御装置全体で５００番組まで⾃動通報を設定可能 

 

  

 

第６章 機器設置仕様 

第１条 ⼄が⾏う更新業務の範囲は本仕様書により、正常稼働に必要な⼀切の業務とす
る。 

第２条 各機器は甲の指定する位置に正しく取り付け、調整にあたっては熟練した技術
者により､機器本来の機能を⼗分に発揮するように⾏うこと。 

第３条 更新業務にあたっては、防災業務に⽀障がでないよう担当職員と綿密な打合せ
及び無理のない業務予定をたて迅速に更新を⾏う。また試験調整の時、誤報させ
ないよう⼗分に注意し⾏いうと。 

 

  

第７章 その他 

第１条 ⼄はすべて⼯事が終了したならば、機器の稼働のために総合点検、調整を⾏い検
査、検収にあたること。 

 

第２条 機器の搬⼊に当たっては、事前に搬⼊の⼿順、⽇時等について甲と協議すること。 
 

第３条 ⼯事及び調整期間内の機器、⼯具等の保管は⼄の責任で⾏うこと。 

 

第４条 運搬及び据付け⼯事中の事故については甲は⼀切その責任を負わない。 

 



第５条 「⼄」は⼄の責務において契約期間中、今回整備の操作卓更新と既設デジタル設
備を⼀括して保守管理し、システムの性質上速やかに保守部材の供給及び修理
を⾏うこと。 

また、運⽤開始後の保守体制及び保守部材の供給元については⽂書にて提⽰す
ること。 



令和 ４ 年度

令和 ４ 年 月 日 から

工  　  　 期

令和 ５ 年 ３ 月 ３１ 日 まで

七　ヶ　浜　町　

防災行政無線親局設備更新工事

設　　　　計　　　　書



項　　目　　別　　内　　訳　　書

金　　　　額

（円）

防災行政無線親局設備更新工事

1 　操作卓　

2 　遠隔制御装置

3 　予備親局

（合計）

　　　　　　　　　　　改め

　消費税

　合計

項　　　　目 名　　　　称 摘　　　　要

七ヶ浜町



明　　細　　書

単　価 金　額

（円） （円）

1 操作卓

　ラック部 1.0 台

　３Uドロアユニット 1.0 台

　シェルフ部 1.0 式

　画面部PC 1.0 台

　処理部PC 1.0 台

　DC/ACインバータ 2.0 台

　スイッチングHUB 1.0 台

　操作卓処理ソフト 1.0 式

　KVMスイッチ 1.0 台

　TFTキーボードユニット 1.0 台

　17インチモニター 1.0 台

　キーボード 1.0 台

　マウス 1.0 個

　UPS 1.0 台

　直流電源装置用　蓄電池 24.0 個

　非常用親局PC用　蓄電池 1.0 個

操作卓（オプション）

　電子地図表示機能 1.0 式

　デジタル無線機接続部 1.0 式

　自動サイレン制御装置 1.0 式

　分割放送機能 1.0 式

　監視制御装置 1.0 式

　遠方監視制御装置 1.0 式

　複数メディア通報機能 1.0 式

　複数メディアサーバ更新 1.0 式

　UPS 1.0 台

　DC/ACインバータ 1.0 台

　ルーター 1.0 台

　処分費 蓄電池以外 1.0 式

　蓄電池処分費 MSE-200　鉛蓄電池24個 1.0 式

　無線室パーテーション撤去
　再設置

1.0 式

　操作卓設置費 人

　操作卓サーバ等設置費 人

（小計） 0

4キャリア対応

複数メディアサーバ用

複数メディアサーバ用

KVM用

処理部・画面部・HUB等

地図エンジンソフト含む

KVM用

名　　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 備　　　　考

七ヶ浜町



明　　細　　書

単　価 金　額

（円） （円）

2 遠隔制御装置

　遠隔制御装置　本体 2.0 台 消防署　漁協分

　キーボード 2.0 台

　マウス 2.0 台

　スピーカ 2.0 式

　連絡通話用ヘッドセット 2.0 個

　スタンドマイク 2.0 本

　標準蓄電池 2.0 個

　デジタル専用回線用ルーター 4.0 台

　遠隔制御装置設置費 人

（小計） 0

名　　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 備　　　　考

七ヶ浜町



明　　細　　書

単　価 金　額

（円） （円）

3 予備親局

　空中線 SL-060 1.0 基

　避雷器 A-0601 1.0 個

　空中線取付金具 側面金具 3.0 個

　同軸ケーブル １０D-FB　100ｍ 1.0 巻

　デーワンブロック 露出配管用 30.0 個

　ダクタークリップ 30.0 個

　PF管 ５０ｍ 1.0 本

　マスト ５ｍ 1.0 本

　同軸コネクタ １０D-FB－NP 2.0 個

　雑材 1.0 式

　予備親局設置費 人

（小計） 0

名　　　　称 摘　　　　要 数　量 単位 備　　　　考

七ヶ浜町
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